
 

令 和 ４ 年 ８ 月 

千葉県教育委員会 

 

令和５年度千葉県県立中学校入学者決定における 

インターネットを活用した出願について 
 

令和５年度千葉県県立中学校入学者決定においては、従来の手書きの入学願書による出願の他、インターネット

を活用した出願（以下「インターネット出願」という。）を次のとおり実施します。 

インターネット出願を行う場合、インターネットに接続できる機器（パソコン・スマートフォン・タブレット

端末等）とプリンターが必要です。また、連絡先として使用するメールアドレス、顔写真データ（ＪＰＥＧ形式

又はＰＮＧ形式）の準備をしてください。自宅にプリンターがない場合は、コンビニエンスストア等の印刷機器

のサービスを利用して必要書類を印刷することが可能です。 

 

１ ちば電子申請サービスによる申込み 

志願者は、令和４年１０月２６日（水）から１１月８日（火）までに、下記ちば電子申請サービスの 

県立中学校出願専用ページ（以下「出願専用ページ」）から出願の申込みを行ってください。その後、送信

される「申込完了通知メール」に記載された「申込内容照会ページ」にアクセスし、入学願書を印刷して、

在籍する小学校等の校長先生に職印の押印等をお願いしてください。 

 

ちば電子申請サービス県立中学校出願専用ページ 

（https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempString=kenchushutsugan） 

 

                

 

 

 

 
 

なお、出願専用ページ及び申込内容照会ページで行うことの詳細については、令和４年１０月１９日（水）

から、上記千葉県教育委員会のホームページ（「千葉県県立中学校入学者決定情報」）に掲載しますので、

参照してください。 
 

２ 提出書類等の提出期間及び提出方法 

志願者は、提出書類等を令和４年１１月９日（水）又は１０日（木）のいずれかの配達日指定郵便 

（簡易書留［角型２号の封筒を使用］）により、志願する中学校に提出してください。 

※郵送された書類に不備があった場合には、志願した中学校まで来ていただく場合があります。 
 

３ 提出書類等（一次検査） 

① 入学願書 「１ ちば電子申請サービスによる申込み」で用意した入学願書 

② 返信用封筒１通 

（長形３号） 

長形３号（120mm×235mm）の封筒（一次検査結果送付用）に８４円分

の切手（料金改定があった場合は、改定後の料金分の切手）を貼り、送付

先住所、郵便番号、保護者氏名及び志願者氏名を表書きする（募集要項 

２ページ参照）。 

募集要項「第１ 募集」の１の⑵により、応募資格を得ようとする志願者は、必要に応じ次の書類も提出 

してください。詳細については、実施要項の別記４を参照してください。 

③ 誓約書 所定の様式に必要事項を記入する。 

④ 事情説明書等 所定の様式等に必要事項を記入する。 

※ 千葉県教育委員会のホームページ（「千葉県県立中学校入学者決定情報」

（https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/kenchu/index.html））

のリンクからアクセスすることも可能です。 

 

ＱＲコード 

https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempString=kenchushutsugan


 

４ 提出先  

志願する中学校の校長に郵送により提出してください。 

・千葉県立千葉中学校長          〒２６０－０８５３ 千葉市中央区葛城１－５－２ 

・千葉県立東葛飾中学校長         〒２７７－８５７０ 柏市旭町３－２－１ 

 

５ 入学検査料 

入学検査料として２，２００円を、Pay-easy（ペイジー）により納付してください。納付期間等に   

ついては、出願専用ページから行った申込みと提出書類等が受理された後、メールにて通知されます。 

※Pay-easy（ペイジー）対応の取扱金融機関のインターネットバンキング又はATMから支払うことが可能

です。取扱金融機関は、下記アドレスから確認することができます（ちば電子申請サービスの納付情報

画面のリンクからアクセスする。）。 

  （https://www.pref.chiba.lg.jp/suitou/pay-easy_login.html） 

 

６ 出願上の注意事項 

他の公立中等教育学校又は公立併設型中学校は併願できません。 

  

７ 障害のある志願者の受検の配慮申請 

障害があることにより特別な配慮が必要な志願者は、適性検査等の受検に係る特別配慮申請書（様式１３）   

により、令和４年１１月８日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日の１１月３日（木）は除く。）に志願 

する中学校の校長に申請してください。詳細は、実施要項の別記５を参照してください。 

 

８ 受検票等の交付 

入学願書等受理証及び受検票は、令和４年１１月２１日（月）に送信される通知メール受信後、申込内容

照会ページから印刷が可能になります。受検票は、切り離して、検査当日に必ず持参してください。 

 

９ その他 

・一次検査、二次検査ともに、検査の結果を、ちば電子申請サービス上で確認することはできません。結果

の発表及び通知については、募集要項に示すとおりとします。    

  ・インターネット出願について不明な点がある場合は、以下に問い合わせてください。 

○県立中学校のインターネット出願の手続き全般に関すること  

千葉県総合教育センター 学力調査部                     

０４３－２７６－１２９８ 

千葉県教育庁教育振興部学習指導課高等学校指導室 

０４３－２２３－４０５６ 

○出願専用ページ及び申込内容照会ページにおける操作に関すること 

固定電話コールセンター ※携帯電話からの通話不可 

     ０１２０－４６４－１１９（フリーダイヤル） 

携帯電話コールセンター 

     ０５７０－０４１－００１（有料） 

○入学検査料の金融機関への納付方法に関すること 

千葉県出納局資金管理班 

０４３－２２３－３３１０ 

※問合せの時間は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く午前９時から午後５時までです。 

 


